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第３章 計画の基本的な考え方 

１ 基本理念 

「石川県男女共同参画推進条例」では、男女共同参画推進に関し、基本理念を定め、総合的

かつ計画的に施策を推進し、男女共同参画社会の実現を目指し、施策の推進に取り組みます。 

（１）性別による差別的取扱いをされることなく、すべての人にその能力を発揮する機会が

与えられ、人権が尊重されること 

（２）性別による固定的な役割分担意識や無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)          

を反映して、社会の制度や慣行が、社会活動に中立でない影響を及ぼすことがないよう

配慮すること 

（３）性別にかかわらず、すべての人が社会の対等な構成員として、政策や方針等の決定に

共同して参画する機会が与えられること 

（４）性別にかかわらず、家族が相互の理解・協力と社会的支援により、子育てや介護等に

おいて、家族の一員としての責任を果たし、かつ職場や地域等における活動も行えるよ

うにすること 

（５）妊娠や出産等に関し当事者の決定が尊重され、かつすべての人が健康に生活できるよ

う配慮すること 

（６）男女共同参画の推進は、国際社会の取組と密接に関係していることから、国際社会の

動向を勘案しつつ、相互理解に取り組むこと 

２ 石川がめざす男女共同参画社会（３つのＣ） 
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３ プランの体系 
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